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はじめに

6月28日（日）に、県内での新型インフルエンザ感染が確認されて以来、感染者やその接触者を中心に感染の拡大防止策を実施してきました。これまで、新型インフルエンザの感染が疑われる方については、発熱相談センター経由で発熱外来で対応してきましたが、一般の医療機関で受診して感染が確認される例も見受けられるようになりました。

また、今後においては、感染者の増加に伴い、感染経路が推定できない事例や濃厚接触者が特定できない事例が増加することも見込まれます。
この様なことから、懸念されている秋冬に向けての感染拡大や病原性の変化などへの対処も視野に入れ、県内の感染の実情やその動向を踏まえ、柔軟に対策を実施していくための新たな対応方針を策定するものです。
Ⅰ　基本的考え方
　これまで、患者未発生期や初期においては、早期に個々の発生に対応することで、県内での感染拡大防止に努めてきた。

　しかしながら、感染源が特定されない患者が多発する段階が近づいてきたため、単に、個々の発生例に対応するのではなく、患者が急激で大規模に増加した場合においても、出来る限り迅速に抑制・緩和の対策を講じることで、社会活動の停滞や医療供給への影響を低減させ、基礎疾患を有する方などを重症化させないための適切な医療を提供するため、市町村、関係機関と連携し、県の総力を挙げて県民の生命と健康を守ることに全力で取り組む。
Ⅱ　対策項目及びその内容
１　医療の確保

新型インフルエンザ相談窓口を設置し体調に不安な方や受診方法の分からない方からの相談を受け付ける。今後の県民の相談状況を見たうえで発熱相談センターは廃止する。
（１）インフルエンザの症状のある患者の外来診療については、原則、一般医療機関において行う。その際、患者にはマスクを着用させるなど、院内感染対策を徹底する。
（２）院内感染対策の徹底等により、基礎疾患を有する者等の感染防止対策を行う。
（３）患者の入院措置は実施せず自宅療養とするが、重症患者については、原則、感染症指定医療機関で入院を受け入れる。
（４）県内における抗インフルエンザウイルス薬、検査薬、マスク等の円滑な供給を関連事業者に要請する。
（５）医療従事者や初動対処要員等のうち基礎疾患を有する者について、ウイルスに暴露した場合には、必要に応じて、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行う。

２　感染拡大の防止等
（１）患者（患者と疑われる者を含む）については、原則、医師の指示に従い、入院措置ではなく自宅療養するとともに、新たな感染者を増やさないよう、外出の自粛を依頼する。なお、感染の拡大のおそれがある場合については、必要に応じて入院させることも可能とする。
（２）患者の濃厚接触者に対しては、外出自粛など、感染の拡大防止について協力を求めるとともに、一定期間に発熱等の症状が出現した場合は、保健所への連絡を要請する。
（３）学校等の集団に属する者の感染が確認された場合は、必要に応じ感染拡大防止のための調査を実施する。
　　（４）県内における感染拡大等を可能な限り早期に探知するサーベイランスの着実な実施を行う。
　　（５）サーベイランスの実施にあたっては、全ての患者（患者と疑われる者を含む）を把握するのではなく、放置すれば大規模な流行を生じる可能性のある学校等の集団に属する者について、重点的に把握する。

（６）集会、スポーツ大会、イベント等への対応は、次のとおりとする。

①　県主催については、必要に応じ、感染の広がりを考慮し、当該集会等の開催の必要性を改めて検討するとともに、感染機会を減らすための工夫を講じる。

②　市町村や民間主催については、一律の自粛要請は行わない。ただし、必要に応じ、主催者に対して、県同様に感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請する。

（７）学校・保育施設等は、集団生活の場であり、ひとたび感染者が発生すると、感染が拡がりやすいことから、その対応は、次のとおりとする。
①　学校・保育施設等で患者が発生した場合は、所管の保健所の指導のもと、当該学校・保育施設等の設置者等と協議のうえ、必要に応じて、学級閉鎖、学年閉鎖、休校等の臨時休業等を要請する。

　　なお、寄宿舎や寮を併設する学校等に対しては、学校内で感染者が確認された場合でも、施設内で健康観察をするなどの柔軟な対応も含め、総合的な感染拡大や、まん延防止対策を要請する。

②　感染者が発生していない学校・保育施設等に対しても、感染拡大防止のため、必要に応じて、臨時休業等を要請する場合もある。
　　（８）高齢者通所施設等

　　　　　（７）の取扱いに準じる。
（９）大学等に対しては、必要に応じ、休業も含め、できる限り感染拡大の速度を遅らせるための運営方法の工夫を要請する。
（１０）事業の運営や集客施設等への対応は、次のとおりとする。

①　県は、必要に応じ、感染機会を減らすための工夫を検討するとともに、職員の子ども等が通う保育施設等が臨時休業になった場合における当該職員の勤務について配慮を行う。

②　事業者及び市町村に対しては、事業（業務）自粛の要請を行わない。ただし、必要に応じ、事業（業務）運営において感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請するとともに、従業員（職員）の子ども等が通う保育施設等が臨時休業になった場合における当該従業員（職員）の勤務について配慮を行うよう要請する。
（１１）電気・ガス・水道、食料品・生活必需品等の事業者に対しては、供給体制の確認や事業継続に向けた注意喚起を行う。

　（１２）医療従事者等の子ども等が通う保育施設等が臨時休業になった場合、保育等を確保するための方策を講じる。

（１３）在宅の障害者や高齢者等への対応は、次のとおりとし、状況に応じた支援を行う。

　　①　市町村や在宅支援事業者等に対し、本人やその家族への感染予防対策の周知徹底を図るとともに、健康観察を行い、感染の早期発見による重症化防止に努めることを要請
　　　　　する。

　　　②　併せて、通所施設等が臨時休業になった場合、利用者に対して必要な代替サービスを確保するよう要請する。

３　情報の提供・相談体制の充実
（１）ウイルスの感染力や病原性、感染防止策等に関する正確な情報を収集し、県民や関係機関へ提供する。

（２）手洗い、混み合った場所でのマスク着用、咳エチケットの徹底、うがいの励行等、一般的な感染予防対策の呼びかけを行う。
（３）自宅療養している患者や県民からの相談に対応するとともに、正確な情報を提供するため、県健康づくり課、保健所等に県民からの相談窓口を設置する。
（発熱相談センターは閉鎖）
　４　検疫等から情報提供のあった場合は、外出自粛などの協力を求めるとともに、一定期間に発熱等の症状が出現した場合、保健所への連絡を要請する。
　５　必要に応じ、食料品・生活必需品等の購入にあたっての消費者の適切な行動について呼びかけを行う。
　６　その他、必要に応じ、市町村や関係機関とも連携しながら、感染防止に繋がる全庁体制での取り組みを実施する。

Ⅲ　本方針の運用等について
（1） Ⅱの１から５については、迅速な対応を行うため、担当部局等において実施することを基本とし、必要に応じ関係部局等と調整のうえ実施する。
（2） ウイルスの性状に変化が見られた場合は、適宜、本方針の見直しを検討する。

（3） Ⅱの２の（５）については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」の改定を待って実施する。
（4） 「新型インフルエンザ県内発生時の対応方針（H21.5.26策定）」は廃止する。
